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各 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 教 育 委 員 会 
各 都 道 府 県 私 ⽴ 学 校 主 管 課 
構造改⾰特別区域法第 12 条第 1 項の認定を 
受けた各地⽅公共団体の学校設置会社担当課 御中 
各 ⽂ 部 科 学 ⼤ ⾂ 所 轄 学 校 法 ⼈ 担 当 課 
附 属 学 校 を 置 く 各 国 ⽴ ⼤ 学 法 ⼈ 担 当 課 
 

⽂部科学省総合教育政策局男⼥共同参画共⽣社会学習・安全課 
 

「チョイススクリーン」表⽰開始に伴うフィルタリングサービスへの影響に関する周知に
ついて（依頼） 

 
 本年 12 ⽉ 18 ⽇、公正取引委員会が所管するスマートフォンにおいて利⽤される特定ソ
フトウェアに係る競争の促進に関する法律（令和６年法律第 58 号。以下「スマホ法」と
いいます。）が全⾯施⾏され、スマホ法に基づく指定事業者 （Apple 社及び Google 社）
の義務として、スマートフォン端末において「チョイススクリーン（選択画⾯）」の表⽰
が開始されました。 

「チョイススクリーン」とは、ブラウザや検索アプリ及び検索エンジンのデフォルト設
定を選ぶ画⾯のことであり、原則として利⽤者の年齢に関わらず表⽰されるため、未成年
者の利⽤するスマートフォン端末において携帯電話事業者各社が提供するフィルタリング
サービスを引き続き利⽤する場合には、フィルタリングサービスの対象となるブラウザを
再設定いただくなどの⼿続が必要となる可能性があります。 

「チョイススクリーン」の表⽰開始後においても、保護者及び児童⽣徒が適切にフィル
タリングサービスを設定・利⽤できるよう、別添のリーフレットをご活⽤の上、スマホ法
並びに「チョイススクリーン」に伴うフィルタリングサービスへの影響について、管下の
学校等へ周知いただきますようご協⼒をお願いいたします。 

なお、本件依頼については、総務省より⽇本 PTA 全国協議会及び全国⾼等学校 PTA 連
合会へ周知・連絡済みです。 

また、学校における働き⽅改⾰の観点から、周知の範囲及び⽅法については、全ての学
校への⼀律周知以外にも、例えば、他案件とまとめた周知の実施や、教育委員会主催の教
員研修の場での配布等、負担軽減にご留意いただくようお願い申し上げます。 

 

いわゆる「スマホ法」が施⾏されたことに伴い、児童⽣徒や保護者が利⽤するフィル
タリングサービスにも影響が⽣じることから、学校等への周知を依頼するものです。 



【チョイススクリーン特設サイト（公正取引委員会）】 
 https://www.jftc.go.jp/choice_screen/ 
 ※ パソコン・スマートフォン・タブレットのいずれからの閲覧にも 

対応しています。 
 

【スマホソフトウェア競争促進法（スマホ法）相談窓⼝】 
ホームページ URL https://www.msca-soudan.jftc.go.jp/ 
 
 

【本件担当】 
⽂部科学省総合教育政策局男⼥共同参画共⽣社会学習・安全課 
安全教育推進室 推進係 （担当：⼤塩） 
TEL：03-6734-2966 
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